
相談日
（土・日を除く） 会　場

アミューズメント佐渡  １階　はまなすホール
佐渡島開発総合センター １階　会議室
市役所相川支所　　２階 市民ホール

○アミューズメント佐渡会場は、佐渡税務署による「所得税確定申告相談」と合同
開催です。

　次に該当となる方は、アミューズメント佐渡以外の会場では受け付けできませ
んので、アミューズメント佐渡会場の税務署受け付けで申告してください。

　・土地、建物、株式等の譲渡所得のある方
　・住宅ローン控除を初めて受ける方
　・青色申告および消費税を申告される方

２月16日(金) ～
３月15日(木)

赤泊総合文化会館　２階　第２会議室

小木地区公民館　　１階　会議室

市役所羽茂支所　　３階　第２会議室

２月16日(金) ～
　　23日(金)
２月26日(月)～
３月  5日(月)
３月  6日(火)～
　　15日(木)

相談日
（土・日を除く） 会　場

　

税
金
は
、
国
民
の
「
健
康
で
豊
か
な
生

活
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
や
地
方
公

共
団
体
が
行
う
活
動
の
財
源
と
な
る
、
い

わ
ば
、
社
会
で
生
活
し
て
い
く
た
め
の
、

「
会
費
」
と
い
え
ま
す
。

　

所
得
税
や
法
人
税
な
ど
は
、
納
税
者
が

自
ら
所
得
な
ど
の
申
告
を
行
う
こ
と
に
よ

り
税
額
を
確
定
し
納
税
す
る
「
申
告
納
税

制
度
」
と
な
っ
て
お
り
、
正
し
い
申
告
と

納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

２
月
16
日
㈮
か
ら
３
月
15
日
㈭
ま
で
申
告

相
談
会
を
行
い
ま
す

　

申
告
会
場
に
行
く
前
に
、
必
ず
「
事
業

所
得
の
収
支
内
訳
書
」
を
作
成
す
る
な

ど
、
各
種
必
要
書
類
の
準
備
を
し
て
、
期
限

内
に
余
裕
を
も
っ
て
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

市
お
よ
び
佐
渡
税
務
署
の
職
員
が

・
各
種
の
収
支
内
訳
書
を
代
理
で
作
成
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
減
価
償
却
費
を
計
算
し
、
一
覧
表
を
お

渡
し
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
昨
年
申
告
し
た
際
の
収
支
内
訳
書
（
控
）
や
Ｊ

Ａ
の
申
告
支
援
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
参
考
に
、
ご

自
分
で
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

　

総
務
部
税
務
課　

市
民
税
係

　

☎
63
―
５
１
１
０

　

申
告
相
談
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
、
受
け
付
け
を

早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
市
・
県
民
税
申
告
書
を
提
出
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
や
本
人
確
認
書
類
（
個

人
番
号
カ
ー
ド
、
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
、
免
許
証
、
保
険
証
等
）
の
提
示
ま
た
は
、
写

し
の
添
付
が
必
要
で
す
！

　

総
務
部
税
務
課　

市
民
税
係　

☎
63
―
５
１
１
０

　

テ
レ
ビ
電
話
を
利
用
し
た
年
金
相
談
を

１
月
23
日
㈫
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
予
約
制
年
金
相
談
所
は
月
２

回
程
度
の
開
催
で
し
た
が
、
佐
和
田
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
テ
レ
ビ
電
話
を
設

置
し
、
利
用
時
間
内
で
あ
れ
ば
年
金
事
務

所
に
よ
る
年
金
相
談
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
電
話
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
事
前
に
新
潟
西
年
金
事
務
所
に
予
約

を
し
て
、
予
約
日
に
佐
和
田
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

予
約
受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　
（
土
・日
・
祝
日
、年
末
年
始
を
除
く
）

※
予
約
相
談
希
望
日
の
１
カ
月
前
か
ら
前
日
ま
で

受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

　

新
潟
西
年
金
事
務
所　

お
客
様
相
談
室

　

☎
０
２
５
―
２
２
５
―
３
０
０
８

　

（
自
動
音
声
案
内
「
５
番
」
）

もったいないを　もう一度！　食品ロス削減

基礎年金番号
をご用意の上、
お電話をしてく
ださい。

「
税
金
」は
暮
ら
し
を
支
え
る

　
　
　
　

大
切
な
お
金
で
す

全
国
で
初
め
て
！

テ
レ
ビ
電
話
を
利
用
し
た

　
　
　
　

年
金
相
談
開
始
!!

平
成
30
年
度
（
平
成
29
年
分
）
市
・
県
民
税
申
告
相
談

【常設申告相談会場】
受付時間　午前９時～11時30分、午後１時～４時

【臨時申告相談会場】
受付時間　午前９時～11時30分、午後１時～４時
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